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要 約
世界貿易機関（WTO）を中心とする多角的貿易体制は，消費の非排除性と非競合性に

特徴づけられる国際公共財（厳密にはクラブ財）であると考えられるが，その現状に対し

ては，各方面から批判がある。とりわけ市民社会からの異議申立と開発途上国からの現状

批判には根強いものがあり，多角的貿易体制は，正統性の危機に瀕している。

市民社会グループは，顔の見えない通商官僚が重要な意思決定をジュネーブの秘密会議

で行う結果，地球環境の保全を犠牲にして貿易自由化を推進したり，多国籍企業の利益を

偏重して世界の貧富の差を拡大させたりすると主張してきた。また，開発途上国政府も，

ウルグアイ・ラウンドによって利益を得たのは結局先進国だけであるとして，更なる自由

化交渉を進める前にラウンドの結果の公平な「実施」が必要であると主張し，新ラウンド

に消極的な立場をとるようになった。１９９９年１２月のシアトル閣僚会議が決裂したのは，こ

うした批判の声の高まりによるところが大きい。その後，２００１年のドーハ閣僚会議でよう

やく新ラウンドの開始が決定されるが，交渉の折り返し点となるはずだった２００３年９月の

カンクン閣僚会議では何らの合意も得られず，またもや交渉は頓挫する。その後２００４年７

月にジュネーブで開かれた高級事務レベル会合で交渉の再開が合意され，２００５年の香港閣

僚会議に向けての準備が開始されているが，交渉の行方はなお予断を許さない。

ただ，WTOの正統性の危機は去ったわけではないとはいうものの，ドーハ・ラウンド

の交渉はとりあえず前に進んでいる。交渉以外の局面では，紛争解決手続の自動性・効率

性と交渉の停滞・非効率性が対比され，この不均衡が是正されなければ，WTOの正統性

の危機が更に深まるとの議論がなされたことがある。しかし，紛争解決手続の現状を見る

と，上級委員会は司法積極主義的な判断は極力手控えており，また，ある措置がWTO協

定違反とされた国は概してWTOの勧告を受け入れ，当該措置をWTO協定に整合化して

いるので，紛争解決手続に対する各国の不満が制御不能な水準にまで達しているとは思わ

れない。

WTO発足から１０年が経過しようとする現在，国際公共財としての多角的貿易体制は何

とか持ちこたえており，これを維持・強化していこうとする各国の姿勢も変わっていない

と判断できる。

日本は１９５３年に GATTに仮加入し，１９５５年に正式加入した。日本が戦後の国際経済社

会に復帰したときには，すでに GATTを中心とする多角的貿易体制ができあがっていた

のである。このため，日本政府の担当者の意識には一種の出遅れ感がついて回り，日本が

GATTのルールを政策手段として自在に使いこなせるようになるまでには相当の年月がか

かった。しかし，今や日本の通商政策は，WTOルールを活用する「攻撃的法律主義」と
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Ⅰ．序論

Ⅰ－１．国際公共財としての多角的貿易体制

自由な国際貿易は，そこに参加する国々の間

で形成される一定のルールがあってはじめて可

能となるのであり，このルールの体系すなわち

多角的貿易体制（Multilateral Trading System）

は，すべての国が共同で利用することができる

国際公共財であると説明されることが多い１）。

一般に，公共財は，消費の非排除性（non−ex-

cludability）と非競合性（non−rivalry）によって

特徴づけられ，これが国際公共財とされるため

には，さらに便益が普遍的であることが必要で

あるとされる２）。

世界貿易機関（WTO）を中心とする多角的

貿易体制は，一見これらの要件を満たすように

思える。貿易障壁削減・撤廃の利益は，一般的

最恵国待遇原則を通じてすべてのWTO加盟国

に及ぶから，この限りにおいては非排除的であ

る。また，ある国がこの便益を享受しているか

らといって，他の国がその便益の享受を妨げら

れることもないから，非競合的でもある。貿易

ルールのもたらす便益は普遍的である。世界中

の消費者がより安く多様な製品により利益を受

けるからである３）。

しかし，子細に検討すると，多角的貿易体制

は純粋公共財とは言えず，むしろ不純公共財の

うちの「クラブ財」であると考えられる。たし

かに便益は非競合的であるかもしれないが，こ

の便益はWTO加盟国にしか及ばないので，排

除的である。WTOの加盟国数が１４８を数える

現在，非排除性の要件はほぼ満たされているよ

うに思えるが，サウジアラビアやロシア，ベト

ナムといった諸国が長年にわたる加盟交渉を経

てもなおWTOへの加盟を実現できていないこ

と４）からも明らかなように，非排除性の原理は

貫徹されていない。また，「クラブ」の内部に

おいても，アンチダンピング税や相殺関税とい

った貿易救済措置の適用を通じて特定国のみか

らの輸入を排除できるから，この意味でも多角

的貿易体制の非排除性は不完全である。さらに，

自由な貿易のもたらす利益が普遍的であるかど

うかについても，争いがある。WTOのルール

が，環境，人権，文化といったいわゆる非貿易

事項との間でしばしば軋轢を起こすとされるの

も，このことの表れである５）。

しかし，不純公共財も公共財であるから，多

角的貿易体制を国際公共財ととらえることは間

呼ばれるほどのものに成長している。これからは，ドーハ・ラウンドの交渉の中で，多角

的貿易体制を維持・強化し，より信頼性のあるものとするためにどれだけ前向きの貢献が

できるかについて，日本の真価が問われているといえよう。

具体的な日本の貢献策について，①拠出金，②事務局への人材供給，③紛争解決手続の

利用という３つの側面から見てみると，必ずしも日本の貢献は顕著でない。現状を打開す

るための中長期的な取組みが必要とされている。

１）若杉（２００１）p．２１７．
２）カールほか（１９９９）p．３０．
３）Shaffer（２００４）p．４６２．
４）中国のWTO加盟には，１９８６年７月の GATT「復帰」申請から２００１年１２月のWTO加盟実現まで１５年以上の
歳月を要した。

５）Shaffer（２００４）. p．４６３．
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違いではない。むしろ，多角的貿易体制を維持

・強化することにより，より純粋な国際公共財

に近づけていくべきであると考えられる６）。

Ⅰ－２．本稿の構成

本稿では，以上のような前提に立ち，まず国

際公共財としての多角的貿易体制の発展の歴史

を振り返る。次に，市民社会の立場及び開発途

上国の立場からWTOの現状を批判し，国際公

共財としての多角的貿易体制の強化を訴える議

論を紹介する。さらに，多角的貿易体制の維持

・強化のために日本がなし得る貢献について考

えてみることとしたい。

Ⅱ．多角的貿易体制の歴史的展開

Ⅱ－１．GATT 成立の経緯

WTOを中心とする多角的貿易体制は，一般

にはWTOの前身たる関税及び貿易に関する一

般協定（GATT）によって築きあげられたと考

えられている。しかし，１９４７年に成立した GATT

にはさらにその前身があった。それは国際貿易

機関（ITO）の設立を目指した国連貿易雇用会

議の交渉であった。ITOは，１９４４年のブレトン

・ウッズ会議で設立が合意された国際通貨基金

（IMF）及び世界銀行と並んで戦後の国際経済

体制を支えるべき「第三の柱」として構想され

たものである。ITO設立のための交渉自体は成

功裏に終了し，最終的な条約（ハバナ憲章）は

１９４８年に成立している。

ハバナ憲章が構想されたのは，もちろん１９３０

年代の保護貿易，近隣窮乏化政策が第２次世界

大戦の主要な原因の１つとなったという深刻な

反省からである。ただ，国際貿易ルールに関し

て各国協調の枠組みを作ろうとする試みは１９３０

年代より前から存在していた。既にウィルソン

大統領の１４か条（１９１８年）の第３項目として「経

済障壁の撤廃と貿易条件の平等の確保」が含ま

れていたし７），これを具体化する試みとして，

国際聯盟の主導の下，１９２７年にはジュネーブで

輸出入禁止・制限に関する国際会議が開催され

ていたが，結局こうした試みは，１９３０年代の大

不況とそれに伴う保護主義政策を未然に防止す

ることができなかったのである８）。

こうして新たな理想に燃えて交渉されたハバ

ナ憲章は，その規律の対象として貿易の自由化

のみならず，雇用問題の解決や労働基準問題，

開発問題，国際投資ルール，再には競争政策上

の課題（国際カルテルや制限的商慣行）まで視

野に入れた野心的・先進的な条約であった。第

２次世界大戦後の新たな経済秩序を国際公共財

として作り出そうとしていたのである。しかし，

ハバナ憲章は，まさしくその先進性ゆえに各国

の受け入れるところとはならず，とりわけ米国

議会が同憲章を承認する見通しがまったくなか

ったことから，ついに発効することはなかった。

６）なお，国際公共財としての多角的貿易体制の健全性を脅かす危険性のあるものとして，最近の地域貿易自
由化を目指す動きがある。地域貿易自由化のための枠組みは，自由貿易地域（FTA）であれ，関税同盟（cus-

toms union）であれ，特定国同士の特恵的取極である以上，排他的であって国際公共財とは言えない。この
問題については，稿を改めて論じる必要があると思うが，とりあえず本稿での考察の対象とはしない。

７）Point III “The removal, so far as possible, of all economic barriers and the establishment of an equality of trade

conditions among all the nations consenting to the peace and associating themselves for its maintenance.” January

８，１９１８．
８）この間の経緯をウルグアイ・ラウンドにおける貿易自由化交渉と比較したものとしてWinham（１９９２）参
照。
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このため，ハバナ憲章が効力を生ずるまでの暫

定的な取りきめとして同憲章のうちの貿易関連

規定だけを先取り的に実施した GATTが，そ

の後５０年にわたり多角的貿易体制を支えること

になる。

Ⅱ－２．「埋め込まれた自由主義」から「埋め

込みを脱した自由主義」へ

逆説的ながら，戦後の多角的貿易体制の成功

は，このように貿易政策以外の余計な要素をそ

ぎ落とし，貿易自由化という狭い政策課題のみ

を追求した GATTだからこそ可能であったと

考える論者は多い。ラギーのいう「埋め込まれ

た自由主義」（embedded liberalism）という考え

方がその典型である。すなわち，GATT体制は，

国際貿易のルールとしては自由・無差別を原則

とし，累次の貿易交渉（ラウンド）を通じて貿

易を自由化するという原理が体制内に埋め込ま

れていたが，これは１９世紀のパックス・ブリタ

ニカの時代とは異なり，完全なレッセフェール

を求めるものではなかったというのである。国

内的に福祉政策を実施する権限は各国政府に留

保されていた９）。ハバナ憲章に存在し，GATTに

は受け継がれなかった雇用政策，開発政策，投

資政策，競争政策なども広い意味でこれらの福

祉政策に分類されると考えられる。

「埋め込まれた自由主義」を原理とする GATT

体制は，徐々にその参加国を拡大し，各国にお

ける関税・非関税障壁の水準を引き下げること

によって静かな成功を収めてきた。ただ，GATT

の交渉原理はあくまでも現実主義的であって，

過度の法的解決は避けられる傾向にあったし，

何よりその組織は暫定的性格を維持したままで

あった。しかし，１９８０年代の保護主義政策（農

業補助金の拡大や輸出自主規制の横行など）に

対応するため GATTの下で開始されたウルグ

アイ・ラウンドにおいては，ルール志向（国際

貿易における「法の支配」の確立）が強調され

るようになる。これは米国通商法３０１条の濫用

（「攻撃的単独行動主義」（aggressive legalism）

と称された。）を抑制したいという各国の思惑

と合致していたし，折から有力となってきた「小

さな政府」志向，市場万能主義の思想と相まっ

て，GATTの暫定的性格を解消し，新たな国際

組織を設立するというコンセンサスにつながっ

ていく。こうして１９９５年に成立したのがWTO

である。WTOの組織原理は GATTと異なり，

「埋め込みを脱した自由主義」（disembedded lib-

eralism）となっているとする考え方も有力であ

る１０）。

Ⅱ―３．WTOが直面する課題

冒頭に述べたように，国際公共財としての多

角的貿易体制の普遍性に疑問を投げかける課題

として，環境，人権，文化といった他の価値と

の抵触が挙げられるが，こうした非貿易事項と

しては，「貿易と開発」「貿易と投資」「貿易と

競争」といったものも含まれる。これらの課題

は，現在進行中のドーハ・ラウンドにおいて取

り上げられ，各国間の大きな対立点となってき

たのであるが，実はこれらの問題は GATT成

立以前から国際的に議論されてきたものなので

ある。半世紀以上前にハバナ憲章の死産という

形で一度投げ出された課題がWTOのドーハ・

ラウンドという文脈の中でよみがえったと考え

るべきである。このことは，WTOの原理が「埋

め込みを脱した自由主義」とされることと決し

て無関係ではない。

９）Ruggie（１９８２）pp．１９５－２３１．
１０）Ford（２００３）pp．６０－６１．
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Ⅲ．国際公共財としてのWTOの現状

Ⅲ－１．正統性の危機に立つWTO

「埋め込みを脱した自由主義」を基調とする

WTOの現状に対しては，各方面から批判があ

る。とりわけ市民社会からの異議申立と開発途

上国からの現状批判には根強いものがあり，

WTOを中心とする多角的貿易体制は，正統性

の危機に瀕している。

市民社会グループは，顔の見えない通商官僚

が重要な意思決定をジュネーブの秘密会議で行

う結果，地球環境の保全を犠牲にして貿易自由

化を推進したり，多国籍企業の利益を偏重して

世界の貧富の差を拡大させたりすると主張した。

また，開発途上国政府も，ウルグアイ・ラウン

ドによって利益を得たのは結局先進国だけであ

るとして，更なる自由化交渉を進める前にラウ

ンドの結果の公平な「実施」が必要であると主

張し，新ラウンドに消極的な立場をとるように

なった。１９９９年１２月のシアトル閣僚会議が決裂

したのは，こうした批判の声の高まりによると

ころが大きい。その後，２００１年のドーハ閣僚会

議でようやく新ラウンドの開始が決定されるが，

交渉の折り返し点となるはずだった２００３年９月

のカンクン閣僚会議では何らの合意も得られず，

またもや交渉は頓挫する。その後２００４年７月に

ジュネーブで開かれた高級事務レベル会合で交

渉の再開が合意され，２００５年の香港閣僚会議に

向けての準備が開始されているが，交渉の行方

はなお予断を許さない。

なぜこのような状況が生じたのかについて，

コヘインとナイは「多数国間協調におけるクラ

ブ・モデル」という概念を用いて説明してい

る１１）。彼らによれば，１９４４年のブレトン・ウッ

ズ会議に始まり，各国の政策協調のためのレジ

ームは，多かれ少なかれクラブのように運営さ

れてきたという。通商閣僚は GATTに集まり，

財政担当閣僚は IMFを運営し，防衛・外交担

当閣僚は NATO本部に結集し，中央銀行当局

者は国際決済銀行（BIS）を活動の拠点とした。

とりわけ GATTについては，「埋め込まれた自

由主義」の原理の下で，クラブ・モデルがきわ

めて有効に機能したという。比較的少数の先進

国の閣僚及び彼らを補佐する交渉官らが交渉ア

ジェンダを設定し，国内の保護主義勢力の抵抗

を抑えつつ，全体としては貿易自由化の方向で

取引きを行ってきたのである。しかし，NGO

の台頭，市民社会の声の高まりによって従来の

やり方は維持できなくなっているというのがコ

ヘインとナイの主張である。

Ⅲ―２．市民社会からの批判

市民社会の意見をより明確に多角的貿易体制

に反映すべきだとする論者は，まさにこのクラ

ブ・モデルからの脱却を主張する。本稿のテー

マに即して言い換えれば，不純公共財としての

「クラブ財」から純粋公共財としての性格をよ

り明確にせよと言うのである。

例えば，ホッキングは，カナダ政府及び欧州

委員会が行っている企業や NGOとの国内協議

の事例を分析し，これらの事例を発展させて，

クラブ・モデル（関係省庁のみが協議に参加す

る）から修正クラブ・モデル（関係企業との協

議も行われる），更には多数参加型モデル（市

民社会の代表との協議も行われる）へと展開し

ていくことを提唱している１２）。

また，国際的に活動する市民社会グループの

一部は，先進国政府との協議を求めるのみなら

１１）Keohane and Nye（２００１）pp．２６４－２９１．
１２）Hocking（２００４）pp．３－２６．
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ず，開発途上国政府に直接働きかけて自らの主

張をWTOに提出するようになってきている。

オックスファムの働きかけを受けて，ベナン，

ブルキナファソ，チャド，マリという西アフリ

カ４か国がカンクン閣僚会議に向けて先進国に

よる綿花補助金の撤廃を求める提案を提出した

例はよく知られている１３）。

WTOの側も，こうした現状を受け，NGOと

の対話には力を入れるようになってきている。

閣僚会議には NGOの参加を認めるようになっ

てきているし，ジュネーブでのブリーフィング

やシンポジウムといった広報活動は盛んに行わ

れている。また，いわゆる「エビ海亀」事件の

上級委員会報告書１４）において，NGOその他の

個人や団体から紛争解決パネルに対して意見書

（amicus curiae brief）を提出することが認めら

れたことは，GATT時代の慣行と大きく訣別す

るものであり，透明性の強化は相当程度進んで

いると評価できる。

Ⅲ―３．開発途上国からの批判

上述のとおり，多くの開発途上国は，ウルグ

アイ・ラウンドにおける交渉の成果について先

進国と開発途上国との間でバランスがとれてい

ないと主張している。国連開発計画（UNDP）

において国際公共財の問題を研究しているグル

ープも，基本的にはこの考え方に同調し，多角

的貿易体制を真の意味で国際公共財とするため

には，開発問題とより協調的なレジームに作り

替えていくことが必要だと主張している１５）。そ

のための具体策として，開発途上国同士の連携

を深めていくことや技術的・専門的知見を共有

することなどが提唱されているが，これらの論

者は概して「埋め込みを脱した自由主義」に対

しては批判的であり，開発途上国側から効率的

で公平な対案を提示しなければならないとして

いる。個別のイシューについて先進国と合従連

衡を図っても，結局先進国を利するだけだとい

うのである。かつての新国際経済秩序（NIEO）

を目指す動きを思わせるような南北対立の図式

を前提とした議論である。

他方，いわゆるコンストラクティヴィズム（構

成主義）の立場からは，これとは異なった見解

が示されている。現在のWTOにおいては，開

発途上国みずからが「埋め込みを脱した自由主

義」を受け入れた上で，国際貿易ルールに法の

支配をもたらすべく主体的に行動しているとい

うのである１６）。

Ⅲ―４．新しい意思決定方式？

ドーハ・ラウンドの交渉の現状を見ると，後

者の見解が説得的であるように思われる。WTO

における意思決定の中で，開発途上国が果たす

役割が格段に増大しているのである。たしかに，

ウルグアイ・ラウンド終結からWTOの成立当

初の一定の時期までは，GATT時代と同じよう

な意思決定方式が行われていた。すなわち，米

国と欧州共同体（EC）という２大プレーヤー

が中心に位置し，その周りに日本とカナダを加

えた「四極」があり，更にその周りに豪州やノ

ルウェー，スイスといった他の先進国，インド

やブラジルといった主要開発途上国が同心円状

に位置しているという意思決定構造である。中

心部で決定された合意のたたき台は，各種の非

公式協議を通じて周辺部に根回しされ，必要な

調整を経た上で，最終的には一般理事会ないし

閣僚会議で（投票ではなく）「コンセンサス」

によって採択されるのである。この構造の中で

最周辺部に位置する諸国は，アフリカ・グルー

プや中南米カリブ・グループというような緩や

かな組織体を持ってはいたものの，その交渉上

の影響力は無視し得るほど小さかった。

１３）Oxfam（２００３）．こうした動きを受け，２００４年１１月にはWTOに綿花問題に関する特別小委員会が設置され
た。

１４）United States−Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products , WT/DS５８/AB/R，１２October１９９８．
１５）Mendoza and Bahadur（２００２）．
１６）Ford（２００３）pp．１６１－１８６．
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このような意思決定方式は，「埋め込まれた

自由主義」の体制とは親和的であったが，「埋

め込みを脱した自由主義」を基調とし，また，

市民社会や開発途上国からの異議申立を受けて

自らの正統性を再確認しなければならなくなっ

たWTOにとっては，必ずしも適切なものでは

ない。カンクン閣僚会議の直後には，WTOの

意思決定方式の不備が盛んに指摘され，欧州委

員会のラミー委員（当時）がWTOの意思決定

方式はまるで中世のようで，現代の要請に応え

ていないと言ったと報じられた１７）。

しかし，その後の調整過程を経て，WTOに

は新しい非公式な意思決定方式が生まれつつあ

るようである。WTOにおける意思決定の同心

円の中央部に米国と ECがいることは変わって

いないが，カンクン閣僚会議で農業に関する米

欧共同提案が開発途上国の猛反発を受けたこと

からも明らかなように，もはやこの２大プレー

ヤーだけの意思ですべてが決まるわけではない。

この周りに，かつての四極ではなく，NG５（Non

−Group of Five）と呼ばれる新しいグループが

存在している。その構成国は，米国，ECのほ

かに豪州，ブラジル，インドである。このグル

ープが２００４年７月の合意取りまとめに向けて圧

倒的な存在感を発揮していたと伝えられる１８）。

Ⅲ―５．小括

このような動きや上述のオックスファム・西

アフリカ諸国の連携などを考え合わせると，

WTOの中で新たな交渉のダイナミズムが生ま

れつつあるようである。

WTOの正統性の危機は去ったわけではない

が，ドーハ・ラウンドの交渉はとりあえず前に

進んでいる。交渉以外の局面では，紛争解決手

続の自動性・効率性と交渉の停滞・非効率性が

対比され，この不均衡が是正されなければ，

WTOの正統性の危機が更に深まるとの議論が

なされたことがある１９）。しかし，紛争解決手続

の現状を見ると，上級委員会は司法積極主義的

な判断は極力手控えており，また，ある措置が

WTO協定違反とされた国は概してWTOの勧

告を受け入れ，当該措置をWTO協定に整合化

しているので，紛争解決手続に対する各国の不

満が制御不能な水準にまで達しているとは思わ

れない。

WTO発足から１０年が経過しようとする現在，

国際公共財としての多角的貿易体制は何とか持

ちこたえており，これを維持・強化していこう

とする各国の姿勢も変わっていないと判断でき

る。

１７）“The WTO under Fire” The Economist，１８September２００３．
１８）ただし，その実態ははっきりしない。２００４年９月９日の産業構造審議会WTO部会において次のようなや
り取りがあった（http : //www.meti.go.jp/committee/summary/０００２５４４/）。
『石黒委員：資料２－１の５ページのWTO交渉の全体構図に，NG５がある。（NG５は）農業問題の中心
だったというお話があり，そこには日本が入っていないということだが，NG５は，農業だけ議論したのかを
伺いたい。そうではないと思うのだが，そうではないとすると，過去のラウンドにおいて，日本は NG５的
な中心であったのになぜ抜けたのか。
『小川部長：NG５は基本的に農業交渉を促進するための事実上の集まりであり，基本的 G９０とか G２０とか
といった「グループ」とは異なる。（NG５で）合意ペーパーも出していない。今後交渉の進め方がどうなる
かといったことは全くわからないことであり，これから色々な情報交換，意見交換をしてこようと思ってい
る。鉱工業品については，上田参事官からのお話があったように，カンクンで決裂した時のデルベステキス
トというものをとりあえず冷蔵庫に入れておいて，それに，多少パラグラフをかえて，７月合意の中に盛り
込んだということであるが，今後鉱工業品等については，利害が対立する形で議論が行われるわけで，日本
がどういう国と連携しながら，交渉していくか，その辺は今までの経験を踏まえて積極的，戦略的にやって
いきたいと思っている。』

１９）Barfield（２００１）．
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Ⅳ．多角的貿易体制と日本

Ⅳ―１．日本の貢献の在り方

日本は１９５３年に GATTに仮加入し，１９５５年

に正式加入した２０）。その前後の経緯については

興味深いものがあるが，本稿の直接のテーマで

はないので省略する。いずれにせよ日本が戦後

の国際経済社会に復帰したときには，すでに

GATTを中心とする多角的貿易体制ができあが

っていたのである。このため，日本政府の担当

者の意識には一種の出遅れ感がついて回り，日

本が GATTのルールを政策手段として自在に

使いこなせるようになるまでには相当の年月が

かかった。しかし，今や日本の通商政策は，WTO

ルールを活用する「攻撃的法律主義」と呼ばれ

るほどのものに成長している２１）。これからは，

ドーハ・ラウンドの交渉の中で，多角的貿易体

制を維持・強化し，より信頼性のあるものとす

るためにどれだけ前向きの貢献ができるかにつ

いて，日本の真価が問われているといえよう。

ウルグアイ・ラウンドの交渉では，日本は四

極の一員として交渉の取りまとめに重要な役割

を果たしたが，上に見たようにドーハ・ラウン

ドにおいてはこの役割が NG５に移ってしまっ

たのだとすれば，日本として多角的貿易体制の

維持・拡大にどのようにして貢献できるだろう

か。NG５に加わって議論をするという選択肢

は現実的ではない。NG５は，農業貿易の改革

に前向きな諸国の集まりである（各国の目指す

理想状態はそれぞれ皆異なっているにせよ）。

日本の農業交渉に臨む姿勢は，基本的には現状

以上の大きな改革を望まないということであり，

この姿勢をとり続ける限り日本が NG５に招待

される可能性はない。

そこで，多角的貿易交渉での主導権の問題を

離れ，WTOへの財政的貢献，事務局への人的

貢献，紛争解決手続の活用という３つの側面に

ついて現状を見てみよう。

Ⅳ―２．財政的貢献

WTO事務局資料によれば，２００４年の日本か

らWTOへの拠出金額は１０，２６１，８６６スイスフラ

ンであった。これは，米国（２５，２５９，３９１フラン），

ドイツ（１４，２５０，７９５フラン）に次ぐ額であり，

全体の約６．４％を占める２２）。

WTOへの拠出金額は，各国の物品及びサー

ビスの貿易額に応じて機械的に定まるので（特

に先進国の場合），日本の拠出金額を現状より

大幅に増やすことは難しいと思われる。なお，

WTOには通常の予算のほかに，開発途上国の

ための技術協力等特定の目的のために使われる

信託基金（trust fund）という制度があり，日本

も貿易と投資に関する独自の基金に出資してい

る（２００３年末現在残高３１，３３４フラン）２３）。ただし，

この額も他国の同様の信託基金への拠出額に比

べて特に多いというわけではない。

Ⅳ―３．事務局への人的貢献

現在，WTO事務局に勤務している日本人職

員は４名（男３，女１）であり，うち２名が政

府（経済産業省）から派遣されている。彼らは

皆プロフェッショナルスタッフであり，貿易政

策審査部，開発部，ルール部，法律部という主

要なポストに配属されてはいるが，部長以上の

幹部職員はいない。

一般に東アジアが事務局職員の人材供給源と

２０）この間の経緯については，赤根谷（１９９２）に詳しい。
２１）Pekkanen（２００２）pp．７０７－７３７．
２２）WTO（２００４）pp．１２８－１３０．
２３）Ibid . p．１３１．
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表１ WTO事務局職員の構成（原典はWTO（２００４）中の Table III．１）

国籍 男 女 合計 国籍 男 女 合計
アルゼンチン
豪州
オーストリア
ベルギー
ベナン
ボリビア
ブラジル
カメルーン
カナダ
チリ
中国
コロンビア
コンゴ民主共和国
コスタリカ
コートジボアール
キューバ
デンマーク
エクアドル
エジプト
エストニア
フィンランド
フランス
ドイツ
ガーナ
ギリシャ
ホンジュラス
香港
ハンガリー
インド
アイルランド
イタリア
日本
ケニア
韓国
マラウィ
マレーシア
モーリシャス
メキシコ
モロッコ
オランダ
ニュージーランド
ナイジェリア
ノルウェー
パラグアイ

５
６
３
２
１
１
３

１８
３
１
６
１

１

１
１
３

３
８０
１０
３
２

３
７
２
７
３
１
１
１
１
２
５
１
５
４
１
２

２
５
３
２

２
３
１
９
３
４

１

１
１

２
１
１
７５
６

２
１
１

６
９
６
１

１

１
１
２
１

１
１

７
１１
６
４
１
３
６
１
２７
６
５
６
１
１
１
１
２
１
５
１
４
１５５
１６
３
４
１
１
３
１３
１１
１３
４
１
１
１
２
２
６
２
７
５
１
３
１

ペルー
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
ルワンダ
セネガル
南アフリカ
スペイン
スリランカ
スウェーデン
スイス
タイ
チュニジア
トルコ
英国
米国
ウルグアイ
ベネズエラ
ジンバブエ

３
５
３
２

１
１
１
１９
２
２
１５
３
３
１
１９
８
７
３
１

３
４
２

２

２２
２
４
２２
１
２
２
６１
１６
２
１

６
９
５
２
２
１
１
１
４１
４
６
３７
４
５
３
８０
２４
９
４
１

総計 ２９９ ３０２ ６０１

多角的貿易体制の維持・強化

－１３１－



して占めるシェアは小さいが，この中にあって

最近では中国の急進が目立っている２４）。国際公

共財としての多角的貿易体制に対する日本の貢

献を維持するためにも，今後とも継続して人材

供給を図っていくべきである。

また，常勤の事務局職員ではないが，紛争解

決手続において重要な役割を果たす上級委員会

（Appellate Body）への人材供給も重要である。

上級委員会は７人の「法律，国際貿易及び対象

協定が対象とする問題一般についての専門知識

により権威を有すると認められた者」２５）で構成

され，WTOの加盟国を地理的に代表するもの

とされている。上級委員会委員の任期は１期４

年で，再任は妨げないが，それ以上の任期延長

は認められていないので，上級委員会が１９９５年

１２月に発足して以来８年以上を経過する現在，

すべての委員は２代目となっている。幸い日本

人は初代，２代目とも上級委員会委員を務めて

いる。初代（１９９５年末から１９９９年末まで）は，

松下満雄成蹊大学教授（東京大学名誉教授）で

あり，２代目（２０００年春から現在まで）は，谷

口安平東京経済大学教授（京都大学名誉教授）

である。しかし，３代目以降も確実に日本から

委員が専任される保障はない。その理由は次の

とおりである。

現在の上級委員会委員の国籍とその前任者の

国籍（カッコで示す）を併記すると次のように

なる。米国（米国），ブラジル（ウルグアイ），

イタリア（ドイツ），エジプト（エジプト），イ

ンド（日本），日本（ニュージーランド），豪州

（フィリピン）。これを見ると，米国，欧州，中

南米，アフリカについては，地理的な「枠」の

概念が確立しているようであるが，アジア・太

平洋地域については人選が流動的であることが

分かる。すなわち，米国のジャノー委員がバッ

カス委員の後任であり，ECのサチェルドティ

委員がエラーマン委員の後任であることは明ら

かであるが，谷口委員は厳密には松下委員の後

任ではない。日本「枠」というものは存在しな

いのである。日本の優秀な人材が引き続き上級

委員会委員に専任されるよう，努力していく必

要がある。

Ⅳ―４．紛争解決手続の利用

WTO加盟国が紛争解決手続を利用するのは，

第一義的には他の加盟国による自国の貿易上の

利益の無効化ないし侵害に対処するためである

が，国際公共財の観点からは，多角的秩序の維

持や判例法形成といった意義もある。

紛争手続の利用状況における日本の相対的位

置は表２に示すとおりである。制度の利用とい

う点では，欧米に大きく水を空けられており，

産業構造審議会報告書はこの点をとらえ，「特

にWTOコンプライアンス確保に向けた取組み

について，国際経済ルールの活用に関して我が

国と米・EUとの間に顕著な差がある可能性を

示している」と分析している２６）。日本の「攻撃

的法律主義」と言ってみても，それは以前の法

的解決回避の姿勢との相対的比較からそう言え

るだけのことであって，現状では，欧米のみな

らずインドやブラジルといった開発途上国の方

が日本より攻撃的だと評価できる。同報告書は，

現状打開のための方策として，①産業界の理解

促進，②産業界の積極姿勢の慫慂，③専門家人

材育成のための産学官連携を提言している２７）が，

国際公共財供給のための日本の貢献という観点

からも，この種の長期的取組みが必要とされて

いる。

なお，最後に紛争解決手続に関し日本が貢献

し得る分野が残されていると思うので，付言し

ておきたい。

ジュネーブにWTO法助言センター（Advisory

２４）Ibid . p．１２０．
２５）WTO紛争解決了解（DSU）第１７条２．
２６）経済産業省 p．３５１．
２７）Ibid . pp．３５６－３５７．
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Centre on WTO Law ; ACWL）という小さな国

際機関がある２８）。ACWLは，DSUに基づく開発

途上国支援が不十分であるとの認識から，紛争

解決手続に関与する開発途上国に対し必要な法

的助言を行ったり，パネル・上級委員会の場で

弁論するための代理人の費用を負担したりする

ための組織である。開発途上国に対する一種の

法律扶助（legal aid）のための組織であると言

ってよい。WTO事務局は，中立性の要請があ

るので，その行い得る技術支援に限界があると

の認識から，オランダとコロンビアの提唱によ

り１９９９年１２月１日にシアトルで署名された国際

協定によって設立された。２９）現在の加盟国数は

３０か国であり，２００１年７月以来，多くの開発途

上国関連事件において ACWLは活発に活動し，

実際に開発途上国に有利な法的判断を導き出す

ことに成功している。

ところが，日本は ACWLの加盟国ではない。

先進国では，提唱国であったオランダをはじめ，

カナダ，英国，ドイツ等が加盟しているにもか

かわらず，日本は ACWLの活動には冷淡であ

る。おそらくその理由は，米国と ECが加盟し

ていない（EC域内諸国が個別に加盟している

のみ）という事情から，日本が加わらなくても

先進国内で孤立することはないという消極的な

判断と，紛争解決手続に対する開発途上国支援

に対して同じ国民の税金を使うのなら，時とし

て「敵に塩を送る」結果となりかねない ACWL

の活動支援よりも，二国間の技術協力を独自に

展開する方が日本の「顔が見える」援助となっ

て効果的であるという積極的（？）な判断に基

づくものであろう。

しかし，ACWLの活動成果についての評価

が定着してきている現在３０），日本が ACWLの

２８）組織の詳細については，http : //www.acwl.ch参照。
２９）ACWLの成立は，失敗した１９９９年WTO閣僚会議の唯一の具体的成果だったとも言われる。

表２ WTOにおける紛争解決手続の現状（２００４年６月１４日現在）

申立国
被申立国

米国 EC カナダ ブラ
ジル

インド メキ
シコ

日本 韓国 タイ アルゼン
チン

チリ 豪州 その
他

被申立案件
の総数

米国 － ２６ １３ ８ ６ ５ ７ ７ ２ ２ ２ ２ １５ ９５

EC ２９ － ７ ６ ４ ３ ０ ３ ４ ２ １ ２ １３ ７４

カナダ ４ ３ － ３ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ １２

ブラジル ４ ３ １ － １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ２ １２

インド ３ ８ １ ０ － ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ３ １６

メキシコ ６ １ ０ １ ０ － ０ ０ ０ ０ １ ０ ２ １１

日本 ６ ６ １ ０ ０ ０ － ０ ０ ０ ０ ０ ０ １３

韓国 ６ ４ １ ０ ０ ０ ０ － ０ ０ ０ １ １ １３

タイ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ － ０ ０ ０ １ １

アルゼンチン ４ ６ ０ ２ １ ０ ０ ０ ０ － １ ０ １ １５

チリ １ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ － ０ ３ １０

豪州 ４ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ － ３ ９

その他 １１ ２ １ ２ ３ ５ ２ １ ４ ２ ４ １ － ５９

申立案件の
総数

７８ ６３ ２６ ２２ １５ １３ １１ １１ １０ ９ ９ ７ ６６ ３４０

（注）WTO事務局資料 Update of WTO Dispute Settlement Cases”（WT/DS/OV２１）に基づいて筆者作成。表の事件の総数（３４０
件）が同資料による案件総数（３１２件）を上回っているのは，バナナ事件のように同一の事件番号で複数の申立国がある
案件について申立国ごとに１件と数えているからである。
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加盟国となっていないことは，開発途上国支援

に対する日本政府のコミットメントの程度を疑

わせる結果となっていないだろうか。ACWL

に対する拠出額も，WTOの信託基金への拠出

額と比べれば必ずしも大きなものでもなく，財

政的負担は軽微なものにとどまる。国際公共財

としての多角的貿易体制への貢献という観点か

らも，この問題についての日本政府の態度につ

いて再考を促したい。
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